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告 示

北海道告示第１９７号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令（平成７年政令第３７２号）の適用を受ける。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
人事給与システムサーバ機器等の賃貸借 一式（１月当たりの単価）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。

� 契 約 期 間 平成２７年７月１日から平成３２年６月３０日まで
なお、この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３４条の３に規定する長期継続契約であるので、この契約に要
する経費の歳入歳出予算の減額又は削除があった場合には、こ
の契約を解除することができる旨の特約を付している。

� 納 入 場 所 入札説明書及び仕様書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
平成１６年北海道告示第４４７号の１の�、�及び�から�までによるほか、次による。

� 平成２５年北海道告示第３号、平成２６年北海道告示第１１号及び平成２７年北海道告示第６
号に規定する情報システムの開発の資格を有すること。

� 当該物品に関し、仕様を満たす製品の供給が可能であること。
� ソフトウェア及びハードウェアの保守に関する十分な知識、理解及び経験のあるス
タッフが確保されていること。

� 当該物品の障害発生時に、迅速なメンテナンスの体制が整備されていることを証明し
た者であること。

３ 資 格 要 件 の 特 例
平成１６年北海道告示第４４７号の２による。

４ 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法
� 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、平成２７年３月２３日から同年４月１７日まで

（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時から午後５時３０
分までの間にしなければならない。

� 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、総務部人事局人事課のホームページ（http : //www.pref.

hokkaido.lg.jp/sm/jnj/nyusatuinfo.htm）においてダウンロードす
ることができる。

� 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当
該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出すること
により行わなければならない。

５ 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該期間の更新手続並びに資格の喪失
平成１６年北海道告示第４４７号の３の�のアからウまで及び�、４の�及び�並びに５の

�による。
６ 資格に関する事務を担当する組織
� 名 称 北海道総務部人事局人事課
� 所 在 地 札幌市中央区北３条西６丁目
� 電 話 番 号 ０１１－２０４－５０２６
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７ 契約条項を示す場所
北海道総務部人事局人事課

８ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道庁別館 １１階 第４研

修室
� 入 札 日 時 平成２７年４月３０日 午前１０時３０分（送付による場合は、同月

２８日までに必着）
� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
９ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

１０ 契 約 保 証 金
契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるお
それがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。

１１ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ７に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

１２ 送付による入札の可否
認める。

１３ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は、次によることとし、契約書の作成は要する。
財務規則第１５１条第１項の規定により定めた予定価格（１月当たりの単価）の制限の範
囲内で最低の価格（１月当たりの単価）をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落
札者とする。

１４ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１５ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、	、�、
、�及び�からまでによるほ
か、次による。
契約に関する事務を担当する組織

� 名 称 北海道総務部人事局人事課
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目
� 電 話 番 号 ０１１－２０４－５０２６

１６ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured : Server machines

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 30 A.M., April 30, 2015 (If mailesd, bid must arrive no

later than April 28, 2015)

Ｃ Contact : Personnel Section, Personnel Affairs Division, Department of General Affairs,

Hokkaido Government, Kita 3-jo Nishi 6-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5026

北海道告示第１９８号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によっ
て汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域
（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 形質変更時要届出区域 小樽市稲穂１丁目９番２９及び９番３０の一部（次の図のとお

り）
２ 特定有害物質の種類 テトラクロロエチレン
（「次の図」は省略し、その図面を北海道環境生活部環境局環境推進課に備え置いて縦覧
に供する。）

北海道告示第１９９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 白糠郡白糠町チプタナイ１の１（次の図に示す部分に

限る。）
２ 保安林として指定された目的 霧害の防備
３ 解 除 の 理 由 学校教育用地及び道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道釧路総合振興局産業振興部林務課及び白糠町
役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２００号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２７年３月２０日
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北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林 石狩市（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林 札幌市（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林 札幌市（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道石狩振興局
産業振興部林務課及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２０１号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条
の規定により、その通知の内容を帯広市役所の掲示場に掲示した。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 通 知 の 内 容 平成２７年北海道告示第１２２号
２ 所在が不分明な者 大丸倉庫株式会社、横山 和代、古川 武、大野 清徳、大野

公義、大野 有加

北海道告示第２０２号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第１１条第１項ただし書の規定により、次のとおり土
地に立ち入る旨、通知があった。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 起業者の名称 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
２ 事 業 の 種 類 北海道新幹線建設工事及び附帯工事
３ 立ち入ろうとす 北斗市市渡、村山及び中山
る土地の区域 檜山郡厚沢部町字峠下

二海郡八雲町上の湯、わらび野、桜野、浜松、熱田、大新、春日、
立岩、花浦、山崎及び黒岩
山越郡長万部町字豊津、字豊野、字国縫、字花岡、字中ノ沢、字平
里、字大浜、字長万部、字旭浜、字栄原、字共立及び字静狩
寿都郡黒松内町字東栄、字大成及び字東川
磯谷郡蘭越町字川上
虻田郡豊浦町字新富
虻田郡ニセコ町字桂台、字西富、字絹丘、字黒川、字宮田、字里見、
字元町、字有島及び字羊蹄
虻田郡倶知安町字比羅夫、字高砂、字岩尾別、南６条西３丁目、南
４条西４丁目、南３条西４丁目、北３条西４丁目、北４条西４丁目、
北６条西４丁目、北７条西４丁目、字琴平、字高見及び字末広
余市郡仁木町字尾根内
余市郡赤井川村字曲川、字明治、字都及び字落合
余市郡余市町字栄町
小�市塩谷５丁目、天狗山１丁目、天狗山２丁目、天神２丁目、天
神３丁目、奥沢５丁目、真栄２丁目、朝里川温泉１丁目、朝里川温泉

４０北 海 道 公 報 第����号平成２７年３月２０日（金曜日）



２丁目、新光町、春香町、桂岡町、見晴町及び星野町

札幌市手稲区手稲金山、手稲本町、手稲富丘、富丘６条４丁目、富

丘５条４丁目、富丘４条４丁目、富丘４条３丁目、富丘３条３丁目、

富丘２条３丁目、富丘２条２丁目、西宮の沢４条４丁目、西宮の沢３

条３丁目、西宮の沢２条３丁目、西宮の沢２条２丁目及び西宮の沢２

条１丁目

札幌市西区発寒９条１４丁目、発寒９条１３丁目、発寒９条１２丁目、発

寒９条１１丁目、発寒９条１０丁目、発寒９条９丁目、発寒８条５丁目、

発寒７条５丁目、発寒７条４丁目、発寒６条４丁目、発寒６条３丁目、

発寒５条３丁目、発寒５条２丁目、発寒４条１丁目、発寒３条１丁目、

琴似４条１丁目、琴似３条１丁目、琴似２条１丁目、琴似１条１丁目、

二十四軒４条１丁目、二十四軒３条１丁目及び二十四軒２条１丁目

札幌市中央区北１４条西２０丁目、北１４条西１９丁目、北１３条西１９丁目、

北１３条西１８丁目、北１２条西１７丁目、北１１条西１６丁目、北１０条西１５丁目、

北１０条西１４丁目、北９条西１４丁目、北９条西１３丁目、北８条西１３丁目、

北８条西１２丁目、北７条西１２丁目、北７条西１１丁目、北６条西１０丁目、

北５条西９丁目、北５条西８丁目、北５条西７丁目、北５条西６丁目、

北５条西５丁目、北５条西４丁目、北５条西３丁目、北５条西２丁目、

北５条西１丁目、北５条東１丁目、北５条東２丁目、北５条東３丁目、

北４条東４丁目、北４条東５丁目、北４条東６丁目、北４条東７丁目、

北４条東８丁目、北３条東９丁目及び北３条東１０丁目

札幌市北区北６条西６丁目、北６条西５丁目、北６条西４丁目、北

６条西３丁目、北６条西２丁目及び北６条西１丁目

４ 立 入 期 間 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

北海道告示第２０３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。

その関係図面は、北海道建設部建設政策局維持管理防災課及び次の縦覧場所に備え置いて、

告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ

路 線 名 及 び 縦 覧 場 所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 上士幌士幌音更線 河東郡音更町字音更西２線８番７地先から 平成２７．３．２７
北海道十勝総合振興局 同郡音更町字音更西２線８番７地先まで 午前１０時３０分
帯 広 建 設 管 理 部

道道 上士幌士幌音更線 河東郡音更町字音更西２線６番４地先から 平成２７．３．２７
北海道十勝総合振興局 同郡音更町字下音更北８線西１１番１０地先まで 午前１０時３０分
帯 広 建 設 管 理 部
道道 北 清 水 清 水 線 上川郡清水町字清水第４線６７番６地先から 平成２７．３．２０
北海道十勝総合振興局 同郡清水町北３条西６丁目１４番１地先まで
帯 広 建 設 管 理 部
道道 北旭川停車場永山線 旭川市永山町１６丁目４３番地先から 平成２７．３．２０
北海道上川総合振興局 同市永山町１６丁目４４番１地先まで
旭 川 建 設 管 理 部

北海道告示第２０４号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

号）第７条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。

平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 土砂災害警戒区域の箇所番号

高橋の沢川（�－２２－００５０）
� 土砂災害警戒区域の表示

松前郡松前町字赤神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

２� 土砂災害警戒区域の箇所番号

三角点沢（�－２２－００６０）
� 土砂災害警戒区域の表示

松前郡松前町字赤神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

３� 土砂災害警戒区域の箇所番号

十線沢川（�－４１－０１５０）
� 土砂災害警戒区域の表示

上川郡愛別町字豊里（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

４� 土砂災害警戒区域の箇所番号

十一線沢川（�－４１－０１６０）
� 土砂災害警戒区域の表示
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上川郡愛別町字豊里（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

５� 土砂災害警戒区域の箇所番号
中央一の沢川（�－４１－０１９０）

� 土砂災害警戒区域の表示
上川郡愛別町字中央（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

６� 土砂災害警戒区域の箇所番号
旭川忠和８条４丁目（�－４－８１－３１０５）

� 土砂災害警戒区域の表示
旭川市忠和八条四丁目、南が丘三丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

７� 土砂災害警戒区域の箇所番号
旭川忠和９条４丁目（�－４－８０－３１０４）

� 土砂災害警戒区域の表示
旭川市忠和九条四丁目、南が丘三丁目（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

（「次の図」は省略し、その図面を関係総合振興局建設管理部に備え置いて縦覧に供す
る。）

北海道告示第２０５号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第７条第１項及び第９条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

松前赤神１（�－２－３０８－１３４６）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字赤神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊
� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前赤神４（�－２－３０９－１３４７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字赤神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前赤神７（�－２－３１０－１３４８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字赤神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前赤神３（�－２－２０７－９９０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字赤神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前赤神５（�－２－６２－４４３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字赤神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
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６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前赤神６（�－２－６３－４４４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字赤神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
松前赤神８（�－２－６４－４４５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
松前郡松前町字赤神（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
愛別豊里３（�－４－２９－１５４５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
上川郡愛別町字豊里（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
九線沢川（�－４１－０１４０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
上川郡愛別町字豊里（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
十二線沢川（�－４１－０１７０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示

上川郡愛別町字豊里（次の図のとおり）
� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
パンケ十五線川（�－４１－０１８０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
上川郡愛別町字中央（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
中央二の沢川（�－４１－０２００）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
上川郡愛別町字中央（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
旭川嵐山１（�－４－３－１５１９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
旭川市江丹別町嵐山（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
旭川嵐山２（�－４－４－１５２０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
旭川市江丹別町嵐山（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
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� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
旭川忠和２（�－４－３－５６２）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
旭川市神居町忠和（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を関係総合振興局建設管理部に備え置いて縦覧に供す
る。）

北海道告示第２０６号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 北海道収入証紙元売りさばき人の項株式会社北洋銀行の事項の次に次の１事項を加え
る。
一般社団法人北海道警友会
指定年月日 平成２７年３月２０日

北海道告示第２０７号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 北海道庁本庁舎等で使用する電力
ア 予定契約電力 １，９６０kW

イ 年間予定使用電力量 ５，０６１，０００kWh

� 北海道庁別館西棟庁舎で使用する電力
ア 予定契約電力 １６９kW

イ 年間予定使用電力量 ３１９，７００kWh

２ 落札を決定した日

平成２７年２月２６日
３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 株式会社エネット
イ 住 所 東京都港区芝公園二丁目６番３号

�ア 氏 名 丸紅株式会社
イ 住 所 東京都千代田区大手町一丁目４番２号

４ 落札金額
�ア 基本料金 １，３９３円
イ 電力量料金 １８．１２円

�ア 基本料金 １，３５０．７９円
イ 電力量料金 １７．６２円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２７年１月１６日付け北海道告示第３７号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道出納局集中業務室財産管理課
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

総合振興局告示及び振興局告示

北海道上川総合振興局告示第５６号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２７年３月２０日

北海道上川総合振興局長 紺 谷 ゆみ子
１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
� Ａ重油（旭川地区その１） １７４，０００リットル
� Ａ重油（旭川地区その２） ２９８，０００リットル
２ 落札を決定した日
平成２７年３月５日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 旭川石炭燃油株式会社
イ 住 所 旭川市大町２条７丁目２１番地２８７

�ア 氏 名 株式会社ホクレン油機サービス
イ 住 所 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目１番１０号
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４ 落札金額
� ５７円
� ５４円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２７年２月６日付け北海道上川総合振興局告示第５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道上川総合振興局地域政策部総務課需品係
� 所在地 旭川市永山６条１９丁目１番１号

北海道十勝総合振興局告示第４０号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２７年３月２０日

北海道十勝総合振興局長 濱 � 隆 文
１ 落札者に係る物品等の名称及び数量
乗用自動車の賃貸借（１２台） 一式（１月当たりの単価）

２ 落札を決定した日
平成２７年３月３日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社トヨタレンタリース帯広
� 住 所 帯広市東３条南１０丁目７番地
４ 落札金額
３１０，７８０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２７年１月２０日付け北海道十勝総合振興局告示第４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道十勝総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 帯広市東３条南３丁目

道 公 安 委 員 会 規 則

北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２７年３月２０日
北海道公安委員会委員長 横 内 龍 三

北海道公安委員会規則第５号

北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則の一部を改正する規則
北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則（昭和３２年北海道公安委員会規則第３号）
の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表

区 分

組織別

警 察 官
警察官以
外の職員 合 計

警 視 警 部 警部補及び
巡査部長 巡 査 計

北海道警察本部 １７３ ２５４ １，２３４ ４６３ ２，１２４ ５５７ ２，６８１

札 幌 市 警 察 部 （２） （８） （９） （１９） （５） （２４）

北海道警察学校 １２ １４ ４６ ２７０ ３４２ ３０ ３７２

札幌方面警察署 １０１ ２１７ ２，３２４ １，５５２ ４，１９４ ２４２ ４，４３６

計 ２８６ ４８５ ３，６０４ ２，２８５ ６，６６０ ８２９ ７，４８９

本 部 １９ ４１ １４１ ４８ ２４９ ６０ ３０９

函館方面 警察署 ２２ ３９ ３９７ ２０３ ６６１ ４４ ７０５

計 ４１ ８０ ５３８ ２５１ ９１０ １０４ １，０１４

本 部 １９ ４１ １６０ ５７ ２７７ ６４ ３４１

旭川方面 警察署 ２７ ５８ ５９３ ２７８ ９５６ ７０ １，０２６

計 ４６ ９９ ７５３ ３３５ １，２３３ １３４ １，３６７

本 部 ２３ ４２ １７３ ５０ ２８８ ６５ ３５３

釧路方面 警察署 ２４ ４８ ５２６ ２９０ ８８８ ６０ ９４８

計 ４７ ９０ ６９９ ３４０ １，１７６ １２５ １，３０１

本 部 １８ ３３ ９５ ２２ １６８ ４８ ２１６

北見方面 警察署 １５ ２９ ２５４ １１８ ４１６ ３１ ４４７

計 ３３ ６２ ３４９ １４０ ５８４ ７９ ６６３

合 計 ４５３ ８１６ ５，９４３ ３，３５１ １０，５６３ １，２７１ １１，８３４

注１ 警察教養施設において、新任者として訓練中の者の定員は、北海道警察学校に含め
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る。
２ 札幌市警察部の定員は、兼任制のため内数による再掲である。
附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

正 誤

○平成２７年２月２７日（第２６６１号）
北海道告示第１３６号（土地改良区の役員の就任及び退任の届出）中に次のとおり誤りが
あったので訂正する。
ページ 欄 行
３ 左 ２９
誤 岩佐
正 若佐
３ 右 ３
誤 岩佐
正 若佐
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